
企業主導型保育事業（整備費・運営費）に係る財産処分等承認基準細則 

 

第１ 目的 

企業主導型保育事業助成要領第 1 の 5 の（5）及び第 2 の 5 の（5）に規定する公益財

団法人児童育成協会（以下「協会」という。）が別に定める処分制限期間及びその運用

について、企業主導型保育事業費補助金交付要綱第 6 条の（6）別添「企業主導型保育

事業に係る財産処分承認基準」によるほか、この細則で定めるところによる。 

 

第２ 処分制限期間 

  企業主導型保育事業助成要領第 1 の 5 の（5）及び第 2 の 5 の（5）に規定する協会が

別に定める処分制限期間は、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分

制限期間」(令和５年４月１日付こども家庭庁告示第９号)の規定のとおりとする。 

 

第３ 承認の手続 

１ 申請手続の原則 

助成決定事業者が財産処分等を行う場合には、別添様式１により協会に対し財産処分

の承認申請書を提出することにより、申請手続を行う。 

なお、協会の承認を受けて財産処分等を完了したときは、完了から20日以内に、別添 

様式２により協会に財産処分が完了した旨の報告を行う。 

 

（注１）財産処分等の種類 

転 用：助成対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。 

譲 渡：助成対象財産の所有者の変更。 

交 換：助成対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時

の業者による引取りは、交換ではなく廃棄に当たる。 

貸 付：助成対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更。 

取壊し：助成対象財産（施設）の使用を止め、取り壊すこと。 

廃 棄：助成対象財産（設備）の使用を止め、廃棄処分をすること。 

担保に供する処分：助成対象財産に抵当権を設定すること。 

整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更：整備費の助成を受けずに運営

している施設について設置者を変更すること。 

（注２）一時使用の場合 

施設の業務時間外の時間帯や休日を利用し、本来の事業に支障を及ぼさない範囲

で一時的に他用途に使用する場合は、財産処分に該当せず、手続は不要である。

また、多様な社会参加への支援に活用される地域資源として、 施設の業務時間

内の時間帯において、本来の事業に支障を及ぼさない範囲で一時的に他用途に使



用する場合は、施設の業務時間外の時間帯や休日における一時使用と同様に、財

産処分に該当せず、手続を不要とするものとする。なお、この場合の一時使用と

は、本来の事業目的として使用している施設について、 本来の事業目的に支障

を及ぼさない範囲で他の用途に使用する場合のことをいうものであり、本来の事

業目的として使用しなくなった施設を他の用途に使用する場合や、他の用途に使

用することによって本来の事業目的に支障をきたす場合には、財産処分の手続を

必要とするものであること。 

（注３）承認後の変更 

承認を得た後、当該承認に係る処分内容と異なる処分を行う場合又は当該財産

処分の承認に付された条件を満たすことができなくなった場合には、改めて必要

な手続が必要である。 

（注４）処分制限期間が10年未満である施設等への適用 

処分制限期間が10年未満である施設又は設備についても、この承認基準に定

める手続を要するが、処分制限期間を経過した場合には、この承認基準に定める

手続を要しない。 

  （注５） 施設の休止と経過年数及び処分制限期間 

一定期間施設運営を行わない場合等、実施機関により「休止」として取り扱わ

れた期間については、３か月を上限にこの承認基準に定める経過年数として計上

することができるものとする。 

 

（1）不動産 

①  企業主導型保育事業（整備費）により取得した不動産を処分制限期間内に本助成金

の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、

又は廃棄すること等（以下「不動産の財産処分」という。）を行うにあたっては、別添

様式１により協会に申請し、協会は助成金の返還等の条件を付して承認する。 

    なお、協会の承認を受けて不動産の財産処分を完了したときは、完了から 20 日以

内に、別添様式２により協会に不動産の財産処分が完了した旨の報告を行う。  

② 企業主導型保育事業（整備費）（増改築又は改築に限る。）の実施に当たり、既存の

企業主導型保育施設の取り壊し等を行う場合における不動産の財産処分については、

企業主導型保育事業（整備費）の助成決定をもって、承認することとする。 

（2）機械等 

企業主導型保育事業（整備費及び運営費）により取得し、又は効用の増加した価格

が 50 万円以上の機械及び器具を処分制限期間内に本助成金の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供し、取り壊し、又は廃棄すること等（以下「機

械等の財産処分」という。）を行うにあたっては、別添様式１により協会に申請し、協

会は助成金の返還等の条件を付して承認する。 



    なお、協会の承認を受けて機械等の財産処分を完了したときは、完了から 20 日以

内に、別添様式２により協会に機械等の財産処分が完了した旨の報告を行う。  

 

（参考） 

 

企業主導型保育事業（整備費及び運営費）の主な処分制限期間 

1．不動産 

構    造 処分制限期間 

鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 47 年※ 

れんが造・石造又はブロック造のもの 38 年※ 

金属造のもの（鉄

骨造） 

骨格材の肉厚が 4ｍｍ超 34 年※ 

骨格材の肉厚が 3ｍｍ超 4ｍｍ以下 27 年※ 

骨格材の肉厚が 3ｍｍ以下 19 年※ 

木造又は合成樹脂造のもの 22 年※ 

木骨モルタル造のもの 20 年※ 

※既存建物の改修の場合、既存建物の経過年数に関わらず、助成金に係る工事完了（取得）

の時から上記表の処分制限期間の計算を行います。 

 

2．機械等 

品    目 処分制限期間 

事務机、事務椅子及びキャビ

ネット 

主として金属製のもの 15 年 

その他のもの 8 年 

ベッド 8 年 

冷房用又は暖房機器、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電話設備その他の通

信機器 

6 年 

児童用机及び椅子、ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他

の音響機器、複写機、計算機、カメラ 

5 年 

パーソナルコンピュータ 4 年 

 

（出典）「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(令和５年４

月１日付こども家庭庁告示第９号)より抜粋 

 

 



２ 申請手続の特例（包括承認事項） 

災害若しくは火災により使用できなくなった施設等又は立地上若しくは構造上危険

な状態にある施設等の取壊し又は廃棄（以下「取壊し等」という。）であって別添様式

３により協会への報告があったもの（以下「包括承認事項」という。）については、１

にかかわらず、協会の承認があったものとして取り扱うものとする。ただし、この報

告において、記載事項の不備など必要な要件が具備されていない場合は、この限りで

はない。なお、第３の１の別添様式２の提出は要しない。 

 

第４ 財産処分納付に関する承認の基準 

１ 財産処分納付に関する条件を付さずに承認する場合 

次の財産処分については、財産処分納付に関する条件（助成金の返還等の条件）を

付さずに承認するものとする。ただし、財産処分承認申請書において、記載事項の不

備など必要な要件が具備されていない場合は、この限りではない。 

(1) 包括承認事項（災害等による取壊し等の場合） 

(2) 当該事業に係る社会資源が当該地域において充足している場合に行う経過年数

が10 年以上である施設等に係る財産処分であって、次の場合に該当するもの 

① 転用、無償譲渡又は無償貸付により別表１に掲げる事業に使用する場合であ

って、協会が適当であると個別に認めるもの 

② 交換により得た施設等において別表１に掲げる事業に使用する場合であっ

て、協会が適当であると個別に認めるもの 

③ 別表１に掲げる事業に使用する施設等を整備するために、取壊し等を行うこ

とが必要な場合（建て替えの場合等）であって、協会が適当であると個別に認

めるもの 

④ 当該事業に係る社会資源が当該地域において充足している場合に行う経過年

数が10年以上である施設等に係る財産処分のうち、取壊し、又は廃棄する場合

であって、協会に設置する審査委員会において協議を行い、協会が適当である

と個別に認めるもの。 

(3) 経過年数が10年未満である施設等に係る財産処分であって、上記（2）①から

③に該当するもののうち、市町村合併、地域再生等の施策に伴うものであっ

て、協会が適当であると個別に認めるもの（市町村建設計画又は合併市町村基

本計画に基づくものを含む。） 

   また、経過年数が10年未満の施設等に係る一部転用であって転用後の用途が

別表２に掲げる高齢者、障害者、児童等の福祉に関する施設等（こども家庭庁

所管及び厚生労働省所管の補助金等の対象となる事業に係る施設等に限る）で

ある場合、第４の１に規定されていないものについても、同行に規定するもの

として取り扱うことができることとする。（当該事業に係る社会資源が当該地域



において充足していることを前提とする。）なお、本取扱いによる場合には、第

４の３に規定する再処分に関する条件が付されるものとする。 

(4) 同一事業を10 年以上継続する場合の無償譲渡又は無償貸付 

(5) 次に該当する取壊し等 

① 道路の拡張整備等の設置者の責に帰さない事情等によるやむを得ない取壊し

等（相当の補償を得ているものの、代替施設を整備しない場合を除く。） 

② 老朽化により代替施設を整備する場合の取壊し等 

２ 財産処分納付に関する条件を付して承認する場合 

上記１以外の転用、譲渡、貸付、交換及び取壊し等については、財産処分納付に関

する条件を付して承認するものとする。 

３ 再処分に関する条件を付す場合 

(1) 再処分に関する条件を付す場合 

上記１のうち、(2)（10 年以上の施設等の他の事業への使用等）、(3）（市町村

合併等に伴う10年未満の施設等の他の事業への使用等）及び(4)（同一事業を10

年以上継続する場合の無償譲渡又は無償貸付）の場合（取壊し等の場合を除

く。）には、再処分に関する条件（当初の財産処分の承認後10 年（残りの処分

制限期間が10 年未満である場合には、当該期間）を経過するまでの間は、協会

の承認を受けないで当該施設等（交換の場合には、交換により得た施設等）の

処分を行ってはならない旨の条件をいう。以下同じ。）を付すものとする。 

(2) 再処分に関する条件を付された者の財産処分 

再処分に関する条件を付された者が行う財産処分の承認については、この承

認基準に基づき取り扱う。 

この場合、補助目的のために使用した期間と財産処分後に使用した期間とを通

算した期間を経過年数とみなす。 

なお、譲渡により所有者に変更があった場合の申請手続については、財産処分

後の所有者を、財産処分前の所有者とみなして取り扱う。 

４ 担保に供する処分（抵当権の設定） 

次に掲げる担保に供する処分については、抵当権が実行に移される際に財産処分納

付金を協会に納付させることを条件とし、助成決定事業者が補助財産以外に抵当権の

設定が可能な財産を所有していない等、真にやむを得ないと認められる場合のみ承認

するものとする。なお、根抵当権については承認しないものとする。 

(1) 補助財産を取得する際に、当該補助財産を取得するために行われるもの 

(2) 助成決定事業者の資金繰りのため、抵当権の設定を認めなければ事業の継続が

できないと認められるもので、返済の見込みがあるもの 

（注）第４の１(3)において施設等の一部を他の目的に使用する場合は、当該部分の転用

に当たるため、転用の手続を要する。 



第５ 財産処分納付金の額 

１ 有償譲渡又は有償貸付 

 (1)譲渡額等を基礎として算定する場合 

① 財産処分納付金額 

次に掲げる有償譲渡又は有償貸付に係る財産処分納付金額は、譲渡額又は貸

付額（評価額（不動産鑑定額又は残存簿価等（減価償却後の額）をいう。以下

同じ。）に比して著しく低価である場合には、評価額。）に、国庫補助額の割合

を乗じて得た額とする。 

ア 当該事業に係る社会資源が当該地域において充足している場合に行う経過

年数が10 年以上である施設等の有償譲渡又は有償貸付であって、協会が適

当であると個別に認める場合 

イ 当該事業に係る社会資源が当該地域において充足している場合に行う経過

年数が10年未満である施設等の有償譲渡又は有償貸付であって、市町村合

併、地域再生等の施策に伴い当該財産処分を行うことが適当であると協会が

個別に認める場合（市町村建設計画又は合併市町村基本計画に基づくものを

含む。） 

ウ 同一事業を10 年以上継続する場合の有償譲渡又は有償貸付 

② 上限額 

残存年数納付金額を上限額とする。 

(2) 残存年数納付金額とする場合 

上記(1)以外の有償譲渡又は有償貸付の場合の財産処分納付金額は、残存年数納

付金額とする。 

２ 転用、無償譲渡、無償貸付、交換又は取壊し等 

財産処分納付に関する条件を付された転用、無償譲渡、無償貸付、交換又は取壊し

等の場合の財産処分納付金額は、残存年数納付金額とする。 

３ 担保に供する処分 

抵当権が実行に移された際に納付すべき財産処分納付金の額は、有償譲渡の場合と

同じ額とする（抵当権が実行に移された際に納付）。 

 

第６ 財産処分のうち譲渡について 

  企業主導型保育事業（整備費）により取得した不動産の譲渡の場合については、企業主

導型保育事業の事業譲渡と一体で行わなければならない。 

  なお、当該譲渡については、「企業主導型保育事業 事業譲渡審査基準」に基づき、審査

を行うものとする。また、譲渡の目的及び保育の質や継続性等の観点から、譲渡元及び譲

渡先の事業者に対して、協会に設置する審査委員会において審査を行う。 

  整備費の助成を伴わない施設に係る設置者の変更についても同様の取扱いとする。 



附則 

 この細則は、令和２年５月２７日から施行する。 

この細則は、令和２年７月３１日から施行する。 

この細則は、令和３年７月３０日から施行する。 

この細則は、令和４年４月 １日から施行する。 

この細則は、令和５年６月２２日から施行する。 

この細則は、令和８年６月１２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ （国庫納付に関する条件を付加しない財産処分後の事業）（第３の２の（１）関

係）  

 

・児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する事業（児童自立生活援助事業、放課後

児童健全育成事業、子育て短期支援事業、病児保育事業、乳児等通園支援事業、児童福祉

施設等） 

 

・母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）に規定する事業（母子家庭日

常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業、寡婦日常生活支援事業及び母子・父子福祉

施設） 

 

・身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）に規定する事業（身体障害者生活訓練

等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者社会参加支援施

設） 

 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123

号）に規定する事業（障害福祉サービス事業を行う事業所、障害者支援施設、相談支援を

行う事業所、移動支援を行う事業所、地域活動支援センター、福祉ホーム等） 

 

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第 123号）に規定する事業

（精神科病院、精神保健福祉センター等） 

 

・学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する幼稚園 

 

・その他こども家庭庁所管の補助金等（運営費補助金等を含む。）の 対象となる事業など

上記に準じるものとして、こども家庭庁長官等が個別に認めるもの 

 

・社会福祉法（昭和26年法律第45号）第106条の４に規定する重層的支援体制整備事業に

掲げる事業 

 

 なお、当該別表1の記載内容については、「こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分承

認基準」の別表（地方公共団体以外の者について国庫納付に関する条件を付加しない財産

処分後の事業）に準ずるものとする。 

 

 

 



別表２ （経過年数が10年未満の施設等に係る一部転用について国庫納付に関する条件を

付加しない事業）（第３の２の（３）関係）  

・児童福祉施設（助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童厚生施設、児童養護施設、

児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター） 

・女性自立支援施設 

・児童相談所 

・女性相談支援センター 

・保育所（分園を含む） 

・認定こども園 

・小規模保育事業所 

・次世代育成支援対策推進法第11条第１項に規定する交付金に関する内閣府令（平成17年

厚生労働省令第79号）第１条第２項に規定する施設 

・母子・父子福祉施設 

・母子健康包括支援センター 

・放課後児童健全育成事業を実施するための施設 

・病児保育事業所 

・乳児等通園支援事業所 

・保護施設（救護施設、更生施設、授産施設、宿所提供施設） 

・社会事業授産施設 

・地域福祉センター 

・隣保館 

・生活館 

・ホームレス自立支援センター 

・へき地保健福祉館 

・重層的支援体制整備事業を実施する施設 

・社会事業授産施設 

・障害福祉サービス事業を行う事業所（療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、就労定着支

援、自立生活援助、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型

児童発達支援、保育所等訪問支援） 

・障害者支援施設 

・身体障害者社会参加支援施設 

・児童福祉施設（障害児入所施設、児童発達支援センター） 

・相談支援を行う事業所（障害者総合支援法及び児童福祉法に規定するもの） 

・移動支援を行う事業所（障害者総合支援法に規定するもの） 

・地域活動支援センター 



・福祉ホーム 

・応急仮設施設 

・地域移行支援型ホーム 

・障害者総合支援法に規定するその他の施設 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

・小規模な介護老人保健施設 

・小規模な介護医療院 

・小規模な養護老人ホーム 

・小規模なケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの） 

・都市型軽費老人ホーム 

・認知症高齢者グループホーム 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

・認知症対応型デイサービスセンター 

・介護予防拠点 

・地域包括支援センター 

・生活支援ハウス 

・緊急ショートステイ 

・介護関連施設等における施設内保育施設 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

・企業等の活力を活かした小学生の預かり機能構築モデル事業を行う施設 

 

なお、当該別表２の記載内容については、「成育局・支援局所管一般会計補助金等に係る

承認基準の特例」の別表（申請手続の特例（包括承認事項）とする財産処分後の施設等・

国庫納付に関する条件を付加しない財産処分後の施設等）に準ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添様式１ 

                              

                             令和  年  月  日 

 

公益財団法人児童育成協会 理事長 殿 

 

 

                                      法人名等  ○○○○ 

 

                    代表者名 ○〇〇〇          印 

 

 

 

 

企業主導型保育事業費補助金（整備費・運営費※）により取得した財産の処分等について 

 

 

 標記について、企業主導型保育事業（整備費・運営費）に係る財産処分承認基準細則第３

の１の（１）の①、（２）に基づき、次のとおりの処分について承認を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 処分の種類 （該当するものに○） 

 （転用 有償譲渡 有償貸付 無償譲渡 無償貸付 交換 取壊し 廃棄 担保に供す

る処分（抵当権の設定） ） 

 

２ 処分の概要 

①補助事業者 
②間接補助事業者 

(助成決定事業者) 
③施設名 ④所在地 

公益財団法人 

児童育成協会 

 

 

 

 

 

 

⑤処分する財産 ⑥建物構造 ⑦処分に係る建物延面積 ⑧建物延面積の全体 ⑨定員 

 

 

 

造 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

名 

⑩国庫補助相当額 

（処分に係る部分の額） 
⑪国庫補助額全体 ⑫総事業費 ⑬国庫補助年度 ⑭処分制限期間 ⑮経過年数 

 

円 

 

円 

 

円 

 

年度 

 

年 

 

年 

⑯処分の内容 ⑰処分予定年月日 

  

⑱譲渡予定額 

（譲渡の場合） 
⑲評価額 ⑳評価額の算出方法（いずれかに○） 

円 円 定率法 ・ 定額法 ・ 不動産鑑定額 

 

３ 経緯及び処分の理由（合理性のある具体的な理由を記載ください。また、譲渡の場合、

現体制で長く運営頂くため(譲渡を回避するため)に行ってきた企業努力の状況、自治体と

の連携状況も併せて明記ください。） 

 

 

 

 

 



４ 承認条件としての納付金 （ 有 ・ 無 ） 

 ・→無の場合 （次の承認基準細則の第４（財産処分納付に関する承認の基準）の１の該

当項目に○） 

(1) ・  (2)① ・ (2)② ・ (2)③ ・（2）④・ (3) ・ (4) ・ (5)①・ (5)②   

・→有の場合 （次の承認基準細則の第５の１（有償譲渡又は有償貸付）第５の２（転用、

無償譲渡、無償貸付、交換又は取壊し等）の該当項目に○） 

 第５の１(1)①ア ・ (1)①イ ・ (1)①ウ ・ (2)  、 第５の２ 

    

５ 添付資料 

 (1)助成決定事業者の財務諸表、抵当権設定後の返済計画及び補助財産以外に抵当権の設

定が可能な財産を所有していないこと等が確認できる資料（助成決定事業者が担保に

供する処分を行う場合） 

  ※担保に供する処分の場合、承認の条件として、抵当権が実行に移される際に財産処分

納付金を児童育成協会に納付できる内容となっていることが必要です。また、助成対象

施設に根抵当権を設定することはできません。 

(2)譲渡予定の事業者が実施する事業の内容及び継続性等が確認できる資料（助成決定事

業者が譲渡を行う場合） 

 (3)その他参考となる資料 

※事業譲渡の申請の際は、別紙「財産処分の承認申請（事業譲渡）に係る提出書類」及

び別添「企業主導型保育事業 譲渡先施設の運営（予定）」を添付してください。 

 

（記入要領） 

※整備費・運営費の別を○で囲むこと。 

１ 処分の種類 いずれか該当するものを○で囲むこと。 

なお、有償譲渡、無償譲渡には、整備費の助成を伴わない施設に係る設

置者の変更を含む。 

２ 処分の概要 

 (1) ⑥～⑧については、助成対象財産が施設である場合のみ記載し、「⑥建物構造」欄に

は、鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート、ブロック造、鉄骨造、れんが造、石

造等建物構造について記入すること。 

(2)「⑯処分の内容」欄には、次の例のように、財産処分の内容を簡潔に記載すること。 

   例：○○施設（定員○名）に転用。 

     一部を転用し、○○施設（定員○名）と□□施設（定員○名）に変更。 

     余裕部分（○○室）を□□事業を行う場所に転用。 

     社会福祉法人○○に譲渡し、同一事業・定員で継続。 



     ○○設備が故障し修理不能となったため廃棄し、代替設備を自己財源で購入。 

(3) ⑱～⑳については、処分の種類が有償譲渡の場合のみ記載し、「⑲評価額」欄には、不

動産鑑定額又は残存簿価（減価償却後の額）を記載し、「⑳評価額の算出方法」欄で

は、当該評価額の算出方法等（定率法、定額法又は不動産鑑定額）を○で囲むこと。 

 

３ 経緯及び処分の理由 

  財産処分をするに至った経緯と理由を記載すること。 

今後の保育需要増が見込めないことなど、財産処分によって保育事業の実施に支障が

生じない旨を確認し、その旨記載すること。 

 

４ 承認条件としての納付金 

  財産処分を承認するに当たり、納付金を国庫に納付する旨の条件が付される場合は

「有」に、条件が付されない場合は「無」を○で囲むこと。 

  その上で、承認を求める財産処分が該当する承認基準中の該当項目の番号を○で囲む

こと。 

 

５ 添付書類 

(1)助成施設建設工事完了の検査済証、備品納品書、助成施設の事業廃止を証明する資料

など、当該助成対象財産の経過期間の確認ができる資料の写しを必ず添付すること。 

(2)その他参考となる資料については、適宜当該財産処分の内容や理由を補足する資料を

添付すること。 

(3)必要に応じて追加資料を求める場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添様式２ 

                              

                             令和  年  月  日 

 

公益財団法人児童育成協会 理事長 殿 

 

 

                                      法人名等  ○○○○ 

 

                    代表者名 ○〇〇〇          印 

 

 

 

 

企業主導型保育事業（整備費・運営費）に係る財産処分完了報告について 

 

 

  令和  年  月  日児育協第  号により承認された標記の財産処分等につきま

しては、承認内容のとおり令和 年 月 日付で完了しましたので報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添様式３ 

 

                              

                             令和  年  月  日 

 

公益財団法人児童育成協会 理事長 殿 

 

 

                                      法人名等  ○○○○ 

 

                    代表者名 ○〇〇〇          印 

 

 

 

 

企業主導型保育事業費補助金（整備費・運営費※） 

により取得した財産の処分に係る報告について 

 

 

 標記について、企業主導型保育事業（整備費・運営費）に係る財産処分承認基準細則第３

の２に基づき、次のとおりの処分について報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 処分の種類（該当するものに○）  

（転用 無償譲渡 無償貸付 交換 取壊し 廃棄 ） 

 

２ 処分の概要 

①補助事業者 
②間接補助事業者 

(助成決定事業者) 
③施設名 ④所在地 

公益財団法人 

児童育成協会 

 

 

 

 

 

 

⑤処分する財産 ⑥建物構造 ⑦処分に係る建物延面積 ⑧建物延面積の全体 ⑨定員 

 

 

 

造 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

名 

⑩国庫補助相当額 

（処分に係る部分の額） 
⑪国庫補助額全体 ⑫総事業費 ⑬国庫補助年度 ⑭処分制限期間 ⑮経過年数 

 

円 

 

円 

 

円 

 

年度 

 

年 

 

年 

⑯処分の内容 ⑰処分予定年月日 

  

 

３ 経緯及び処分の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（記入要領） 

※整備費・運営費の別を○で囲むこと。 

１ 処分の種類 いずれか該当するものを○で囲むこと。 

なお、有償譲渡、無償譲渡には、整備費の助成を伴わない施設に係る設

置者の変更を含む。 

 

２ 処分の概要 

 (1) ⑥～⑧については、助成対象財産が施設である場合のみ記載し、「⑥建物構造」欄に

は、鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート、ブロック造、鉄骨造、れんが造、石

造等建物構造について記入すること。 

(2)「⑯処分の内容」欄には、財産処分の内容を簡潔に記載すること。 

例：○○施設（定員○名）に転用。 

     一部を転用し、○○施設（定員○名）と□□施設（定員○名）に変更。 

     余裕部分（○○室）を□□事業を行う場所に転用。 

     社会福祉法人○○に譲渡し、同一事業・定員で継続。 

 

３ 経緯及び処分の理由 

  財産処分をするに至った経緯と理由を記載すること。 

不動産の財産処分により児童福祉に係る事業を行うものについてはその種別、内容及

び必要性について記載すること。 

今後の保育需要増が見込めないことなど、財産処分によって保育事業の実施に支障が

生じない旨を確認し、その旨記載すること。 

 

４ 添付書類 

(1) 助成施設建設工事完了の検査済証、備品納品書、助成施設の事業廃止を証明する資料

など、当該助成対象財産の経過期間の確認ができる資料の写しを必ず添付すること。 

(2) その他参考となる資料については、適宜当該財産処分の内容や理由を補足する資料を

添付すること。 

(3)必要に応じて追加資料を求める場合があります。 

 

 

 

 

 

 


